
「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により、
自転車利用者のヘルメット着用は努力義務とされています。



※警視庁「自転車事故の推移（令和4年中）」より
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自転車事故による死亡者30人のうち
6割が頭部損傷を主因として亡くなら
れています。

6割6割


